
事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 通 則 ）  

第 １ 条  事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金（ 以 下「 補 助 金 」と い う 。）の 交 付 に つ

い て は 、 福 井 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ４ ８ 年 福 井 市 規 則 第 １ １ 号 ）

に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 目 的 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 は 、 事 業 承 継 計 画 の 策 定 か ら 事 業 承 継 ま で の 各 種 手 続

に 要 す る 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、 本 市 に お け る 事 業 承 継 の

拡 大 を 図 り 、 地 域 経 済 の 活 力 維 持 と 更 な る 新 陳 代 謝 の 促 進 に 寄 与 す る

こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ( 1 )  会 社  会 社 法 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 会 社 。  

 ( 2 )  事 業 承 継  会 社 に お い て は 先 代 経 営 者 が 代 表 を 退 任 し 、 後 継 者 が

代 表 に 就 任 す る こ と 、 又 は 会 社 が 営 む 事 業 に つ い て 、 そ の 商 号 （ 屋

号 ） 若 し く は 経 営 資 源 を 後 継 者 に 譲 り 渡 す こ と を 、 個 人 に お い て は

商 号（ 屋 号 ）、又 は 経 営 資 源 を 後 継 者 に 譲 り 渡 す（ 現 代 表 は 廃 業 届 を

、 後 継 者 は 開 業 届 を 提 出 す る 等 ） こ と を い う 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件 に 該 当

す る 者 と す る 。  

 ( 1 )  経 営 資 源 を 他 者 に 譲 り 渡 す 予 定 の 中 小 企 業 者 （ 個 人 事 業 主 を 含 む



。以 下「 被 承 継 者 」と い う 。）又 は 経 営 資 源 を 他 者 か ら 譲 り 受 け る 者

（ 以 下 「 承 継 者 」 と い う 。） で あ る こ と 。  

 ( 2 )  福 井 県 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー の 支 援 を 受 け な が ら 事 業 承

継 計 画 を 作 成 し 、 事 業 承 継 に 取 り 組 む 被 承 継 者 又 は 承 継 者 で あ り 、

か つ 、 同 セ ン タ ー か ら の 推 薦 を 受 け た も の で あ る こ と 。  

 ( 3 )  被 承 継 者 に つ い て 、 県 内 嶺 北 地 域 （ 福 井 市 、 大 野 市 、 勝 山 市 、 鯖

江 市 、 あ わ ら 市 、 越 前 市 、 坂 井 市 、 永 平 寺 町 、 池 田 町 、 南 越 前 町 、

越 前 町 ） に 主 た る 事 業 所 を 有 す る 法 人 又 は 個 人 で あ る こ と 。  

 ( 4 )  承 継 者 に つ い て 、 法 人 に あ っ て は 市 内 に 主 た る 事 業 所 を 、 個 人 に

あ っ て は 市 内 に 住 民 票 を 有 し て い る 者 で あ る こ と 。  

 ( 5 )  承 継 者 が 、 事 業 承 継 後 も 引 き 続 き 市 内 で 事 業 を 継 続 す る こ と 。  

 ( 6 )  市 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

 ( 7 )  こ れ ま で に こ の 要 綱 に 基 づ く 交 付 決 定 を 受 け た こ と が な い こ と 。  

 ( 8 )  福 井 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ３ 年 福 井 市 条 例 第 ２ ２ 号 ） 第 ２ 条

第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 規 定 す る 暴 力 団 、 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 員 等

で な い こ と 。  

 （ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」 と い う

。） は 、 次 の 全 て の 要 件 に 該 当 す る 事 業 と す る 。  

 ( 1 )  第 ２ 条 の 目 的 に 資 す る 事 業 承 継 で あ る こ と 。  

 ( 2 )  承 継 す る 事 業 が 、 福 井 県 信 用 保 証 協 会 の 定 め る 保 証 対 象 業 種 で あ

る こ と 。  

 ( 3 )  同 一 の 経 費 に つ い て 、 国 、 県 、 市 そ の 他 公 的 機 関 が 実 施 す る 同 種

の 補 助 金 を 受 け て い る 事 業 で な い こ と 。  

 ( 4 )  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年



法 律 第 １ ２ ２ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 基 づ き 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な

い 事 業 所 で な い こ と 。  

 ( 5 )  支 店 、 支 社 、 フ ラ ン チ ャ イ ズ チ ェ ー ン 店 、 の れ ん 分 け 等 と し て の

事 業 で な い こ と 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 補 助 対 象 事 業 を 実 施 す る た め に 必 要 な 経 費 で あ っ て 、

別 表 第 １ に 定 め る 経 費 の う ち 、 補 助 金 交 付 の 対 象 と し て 市 長 が 認 め る

経 費 （ 当 該 経 費 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 除 く 。 以 下 「 補 助 対 象

経 費 」と い う 。）に つ い て 、予 算 の 範 囲 内 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と す

る 。  

２  補 助 の 限 度 額 、 補 助 率 及 び 補 助 期 間 は 、 別 表 第 ２ に 定 め る と お り と

す る 。  

 （ 交 付 の 申 請 等 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で

に 、 事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 次 に 掲 げ

る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  事 業 承 継 計 画 書 （ 様 式 第 １ 号 の ２ ）  

 ( 2 )  住 民 票 の 写 し （ 個 人 の 場 合 ）  

( 3 )  登 記 事 項 証 明 書 （ 法 人 の 場 合 ）  

 ( 4 )  市 税 の 全 税 目 に 係 る 納 税 証 明 書  

( 5 )  福 井 県 事 業 承 継 ・ 引 継 ぎ 支 援 セ ン タ ー の 推 薦 を 受 け た こ と を 証 す  

る 書 類  

 ( 6 )  事 業 承 継 促 進 事 業 対 象 要 件 確 認 書 （ 様 式 第 １ 号 の ３ ）  

 ( 7 )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、 そ の 申 請 内 容



が 適 正 か つ 妥 当 で あ る か ど う か を 審 査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 当 該

補 助 金 の 交 付 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、 必

要 に 応 じ 条 件 を 付 し 、 又 は 当 該 条 件 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 決 定（ 以 下「 交 付 決 定 」と い う 。）を し た

と き は 、 事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ

り 、 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 計 画 変 更 の 承 認 等 ）  

第 ８ 条  前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 事 業

者 」と い う 。）は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、事 業 承 継 促

進 事 業 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に 当 該 変 更 を 証 す る

書 類 を 添 え て 、 事 前 に 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  交 付 決 定 に 係 る 事 業（ 以 下「 交 付 決 定 事 業 」と い う 。）の 計 画 を 変

更 す る と き 。 た だ し 、 軽 微 な 変 更 に つ い て は こ の 限 り で な い 。  

 ( 2 )  交 付 決 定 事 業 の 全 部 若 し く は 一 部 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す

る と き 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 市 長 は 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、

事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金 計 画 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、

交 付 決 定 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 は 、

必 要 に 応 じ 条 件 を 付 し 、 又 は 当 該 条 件 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

 （ 実 績 報 告 ）  

第 ９ 条  交 付 決 定 事 業 者 は 、 交 付 決 定 事 業 が 完 了 し た と き は 、 事 業 承 継

促 進 事 業 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ( 1 )  補 助 対 象 経 費 に 係 る 見 積 書 、 納 品 書 、 請 求 書 及 び 領 収 書 又 は こ れ

ら に 代 わ る も の の 写 し  



( 2 )  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 に 規 定 す る 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 事 業 完 了 の 日 か ら 起 算 し て ６

０ 日 を 経 過 し た 日 又 は 交 付 決 定 を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 末 日 （ 当 該

末 日 が 休 日 に 当 た る 場 合 は 、 そ の 直 前 の 休 日 で な い 日 ） ま で の い ず れ

か 早 い 日 と す る 。  

 （ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 場 合 は 、

そ の 内 容 が 適 正 か つ 妥 当 で あ る か ど う か を 審 査 し 、 必 要 に 応 じ て 現 地

調 査 を 行 い 、 適 当 と 認 め た と き は 補 助 金 の 額 を 確 定 す る も の と す る 。  

２  補 助 金 の 額 は 、 補 助 対 象 経 費 に ２ 分 の １ を 乗 じ た 額 （ 当 該 額 に １ ，

０ ０ ０ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て た 額 ） 又 は 補

助 の 限 度 額 の い ず れ か 低 い 額 と す る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 補 助 金 の 額 の 確 定 を し た と き は 、 事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金

額 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 交 付 決 定 事 業 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

 （ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 １ １ 条  前 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 交 付 決 定 事 業 者 が 、 補

助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 市 長 に 対 し 事 業 承 継 促 進 事 業 補

助 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に よ る 請 求 に 基 づ き 、 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 交 付 決 定 の 後 、 交 付 決 定 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ

と が で き る 。  

 ( 1 )  第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 申 請 が あ っ た と き 。  



 ( 2 )  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。  

 ( 3 )  交 付 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違 反 し た と き 。  

 ( 4 )  補 助 事 業 の 目 的 又 は こ の 要 綱 の 規 定 に 反 し た と き 。  

 ( 5 )  同 一 の 経 費 に つ い て 、 国 、 県 、 市 そ の 他 公 的 機 関 が 実 施 す る 同 種

の 補 助 を 受 け る と き 。  

 ( 6 )  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 特 に そ の 必 要 が あ る と 認 め た

と き 。  

 （ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  交 付 決 定 事 業 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一

部 の 取 消 し を 受 け た 場 合 に お い て 、 既 に 補 助 金 の 交 付 を 受 け て い る と

き は 、 当 該 取 消 し に 係 る 金 額 を 市 長 が 別 に 定 め る 日 ま で に 返 還 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  交 付 決 定 事 業 者 は 、 補 助 金 の 返 還 を 命 ぜ ら れ 、 こ れ を 納 期 限 後 に 納

付 し た と き は 、 福 井 市 市 税 賦 課 徴 収 条 例 （ 昭 和 ２ ５ 年 福 井 市 条 例 第 ３

９ 号 ） の 例 に よ り 延 滞 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 報 告 の 徴 収 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 補 助 事 業 に 関 し 、 必 要 に 応 じ て 、 交 付 決 定 事 業 者 か ら

報 告 を 求 め 、 又 は 職 員 に 調 査 若 し く は 検 査 を さ せ る こ と が で き る 。  

（ 補 助 対 象 事 業 の 経 理 等 ）  

第 １ ５ 条  交 付 決 定 事 業 者 は 、 補 助 対 象 事 業 に 係 る 収 支 の 状 況 を 明 ら か

に し た 帳 簿 又 は 証 拠 書 類 を 整 備 し 、 当 該 補 助 金 が 交 付 さ れ た 日 を 含 む

年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め

る 。  



   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、

同 日 ま で に 交 付 の 決 定 が な さ れ た 補 助 金 に つ い て は 、同 日 後 も な お そ の

効 力 を 有 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 ２ 項

の 改 正 規 定 は 、 同 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 事 業 承 継 促 進 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「

旧 要 綱 」 と い う 。） の 規 定 に よ り 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 交 付 の 決

定 を 受 け た 補 助 対 象 事 業 に つ い て は 、 旧 要 綱 の 規 定 は 、 同 日 後 も な お

そ の 効 力 を 有 す る 。  



別 表 第 １ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

注 １  専 門 家 へ の 顧 問 料 は 対 象 外 と す る 。  

 ２  個 別 具 体 的 な 案 件 に 関 す る 訴 訟 や ト ラ ブ ル 対 応 に 係 る 経 費 は 対 象

外 と す る 。  

 ３  Ｍ ＆ Ａ 等 の 成 功 時 に 支 払 う 成 功 報 酬 に 係 る 費 用 は 対 象 外 と す る 。  

 ４  消 費 税 及 び 消 費 税 相 当 額 は 対 象 外 と す る 。  

５  同 一 事 業 承 継 計 画 で の 交 付 申 請 は ３ 回 を 上 限 と す る 。 ま た 、 同 一

の 経 費 に つ い て の 交 付 申 請 は 承 継 者 、 被 承 継 者 い ず れ か 1 回 に 限 る

。  

経 費  補 助 対 象 経 費  

事 業 の 承 継

・ 会 社 の 設

立 に 係 る 経

費  

・ 動 産 ・ 不 動 産 の 登 記 に 係 る 書 類 作 成 費 用（ 税 金 、収 入 印

紙 代 、 各 種 証 明 書 交 付 手 数 料 等 を 除 く 。）  

・事 業 承 継 に 係 る 専 門 家 へ の 謝 金 ・ 委 託 料（ 課 題 分 析 の 委

託 料 、事 業 用 資 産 や 企 業 価 値 の 算 出 ・分 析 費 用（ デ ュ ー

デ リ ジ ェ ン ス ） 等 ）  

・ 許 認 可 の 申 請 に 係 る 費 用（ 税 金 、収 入 印 紙 代 、各 種 証 明

書 交 付 手 数 料 等 を 除 く 。）  



別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  

補 助 の 限 度 額  ２ ０ 万 円  

補 助 率  ２ 分 の １ 以 内  

補 助 期 間  交 付 決 定 の 日 か ら 同 日 が 属 す る 年 度 の 末 日（ 当 該 末 日 が 休

日 に 当 た る 場 合 は 、 そ の 直 前 の 休 日 で な い 日 ） ま で  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

   年   月   日  

 

福井市長  あて 

 

住 所              

氏 名              

連絡先              

 

事業承継促進事業補助金交付申請書 

 

 令和 年度事業承継促進事業補助金について、事業承継促進事業補助金交付要綱第７条第１項の

規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

 

１ 会社名                       

 

２ 交付申請額       金           円 

 

３ 添付書類 

（１）事業承継計画書（様式第１号の２） 

（２）住民票の写し、法人の場合は法人登記簿の写し 

（３）市税の全税目に係る納税証明書 

（４）福井県事業承継・引継ぎ支援センターの推薦を受けたことを証する書類 

（５）対象要件確認書（様式第１号の３） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の２（第７条関係） 

 

事業承継計画書 

 

 

１ 会社概要 

会社名  ○○株式会社 

住所  ○○県○○市○○１－１－１ 

資本金  ○○百万円 

従業員  ○○名 

業種  ○○加工、販売 等 

事業内容  ○○製造販売 等 

承継区分  親族内承継・従業員承継・第三者承継（該当区分を選択） 

 

２ 沿革 

１９○○年  ○○市にて先代創業 

１９○○年  ○○氏（現経営者）が承継 

１９○○年  〇〇市に移転 

 

３ 主要株主 

株主名 保有株式数（株） 割合（％） 備考 

Ａ氏 ５，０００ ５０．０  

Ｂ氏 ３，０００ ３０．０  

Ｃ氏 １，０００ １０．０  

その他２名 １，０００ １０．０  

発行済株式数 １０，０００ １００．０  

                                                                                                                                                                                                                               

４ 親族関係者 

氏名 年齢（歳） 続柄 備考 

Ａ氏 ６５ 本人  

Ｂ氏 ６２ 妻  

Ｄ氏 ４０ 長男  

Ｅ氏 ３５ 次男  

Ｆ氏 ３２ 長女  

 

５ 会社財務状況 

  ・別紙 決算書のとおり 

 



６ 本事業承継に要する全体経費 

経費 金額 資金調達方法 金額 

事業所改修 ○○千円 自己資金 ○○千円 

設備購入 ○○千円 ○○金融機関借入 ○○千円 

  当該補助金申請額 ○○千円 

    

    

合計 〇〇千円 合計 〇〇千円 

   ※経費の合計額と資金調達方法の合計額は一致すること。 

 

７ 当該補助金対象経費明細表 

経費区分 
補助対象経費 

（消費税抜金額） 

補助対象経費の内訳 

（積算明細） 

〇〇作成費委託料 円  

〇〇〇謝礼 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計 円  

補助金交付申請額 

（上限２０万円 補助率１／２ 千円未満切捨て） 
円 

 

    

８ 今後のスケジュール 

  ・本事業承継に係るスケジュール 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号の３（第７条関係） 

     年  月  日 

 福井市長        あて 

 

 事業承継促進事業 対象要件確認書 

はい いいえ ＜確認事項＞※ 

□ □ 補助金の交付決定後に事業承継する。 

□ □ 

【被承継者について】 

県内嶺北地域（福井市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池田町、南

越前町、越前町）に主たる事業所を有する法人又は個人である。 

□ □ 
【承継者について】 

法人にあっては市内に主たる事業所を、個人にあっては市内に住民票を有している者である。 

□ □ 
【承継者について】 

事業承継後も引き続き市内で事業を継続する。 

□ □ 
交付申請年度の前々年度の４月１日から交付申請日の前日までの間に、福井県事業承継・引継ぎ支援セ

ンターの支援を受け、同センターからの推薦を受けた者である。 

□ □ 市町村税を滞納していない。 

□ □ 過去に市の事業承継促進事業補助金の交付決定を受けていない。 

□ □ 
福井市暴力団排除条例（平成２３年９月２７日条例第２２号）第２条第１号から第３号に規定する暴力

団、暴力団員及び暴力団員等でない。 

□ □ 福井県信用保証協会の定める保証対象業種である。 

□ □ 承継する事業について、国、県、市及びその他の公的機関が実施する補助を受けていない。 

□ □ 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３条第１項に基づ

き許可を受けなければならない事業所ではない。 

□ □ 支店・支社・フランチャイズチェーン店・のれん分け等としての事業ではない。 

□ □ 
虚偽申請等不正事由が発覚した場合は、何時であっても事業承継促進事業補助金を辞退し、また、既に

補助金が支払われている場合には、同額を返還する。 

 

※全て「はい」と回答された方のみ、事業承継促進事業を申請いただけます。 

 

上記記載の内容に間違いありません。 

住  所  

氏  名   

 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

福井市指令商第  号 

住 所  

事業所名  

氏 名  

 

事業承継促進事業補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった令和 年度事業承継促進事業補助金について、事業承継促進

事業補助金交付要綱第７条２項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、同条第３

項の規定により通知する。 

 

  年  月  日 

福 井 市 長            

 

記 

 

１ この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付決定事業」という。）は、    年  月  日

付けで申請のあった事業とし、その内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定事業に対する補助金の額は、次のとおりとする。ただし、交付決定事業の内容が変更され

た場合においては、別に通知するところによるものとする。 

 

交付決定額        円 

 

３ 交付決定事業に要する経費の配分は、前記申請書記載のとおりとする。 

４ 交付決定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受けなければならない。 

 (1) 交付決定事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更は除く。）をするとき。 

 (2) 交付決定事業の内容の変更（軽微な変更は除く。）をするとき。 

 (3) 交付決定事業を中止し、又は廃止するとき。 

５ 交付決定事業者は、交付決定事業が予定の期間内に完了しないとき、又は交付決定事業の遂行が困

難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。 

６ 交付決定事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及

び支出についての証拠書類を補助事業の完了の年度の翌年度から起算して５年間整備保存しなければ

ならない。 

７ この補助金の使途及び経理状況については、福井市監査委員の監査を受けることがある。 

  また、この補助金の交付に関し、虚偽その他不正の事実があると認めた場合は、交付の決定を取り

消し、又は既に交付されている補助金の返還を命じることがある。 



様式第３号(第８条関係) 

年  月  日  

福井市長  あて 

住   所 

氏   名 

決 定

       

事業承継促進事業補助金計画変更承認申請書 

 

   年  月  日付け福井市指令商第  号で交付決定を受けた令和 年度事業承継促進事業

補助金に係る補助対象事業について、事業計画の変更（中止・廃止）をしたいので、事業承継促進

事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 変更の内容（新旧対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） １ 交付申請に準じて、変更（中止・廃止）の理由を証する書類を添付すること。 

     ２ 変更（中止・廃止）の理由及び変更の内容は、詳細に記入すること。 

     ３ 変更の内容については変更後の事業計画書を添付すること。 

 

 

 



様式第４号(第８条関係) 

 

 

住 所          

交付決定事業者名            
 

 

事業承継促進事業補助金計画変更承認通知書 

 

 

    年  月  日付けで提出された事業承継促進事業補助金計画変更承認申請書について

、事業承継促進事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により承認します。 

 

 

    年  月  日 

 

福井市長            

  

記 

 

 

１ 承認内容 

 

２ 変更後の対象経費及び事業補助金の額 

補助対象経費                

事業補助金の額               

 

３ 備考等 

 



様式第５号（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

福井市長   あて 

 

住 所                

交付決定事業者名                

役職・代表者名                

 

 

 

事業承継促進事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日付け福井市指令商第  号で交付の決定を受けた令和 年度事業承継促進

事業が完了したので、事業承継促進事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添

えて下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

１ 事 業 承 継 の 日        年  月  日 

 

２ 交付決定事業の交付決定額    金          円 

  精算額             金          円 

 

３ 添 付 書 類 

(1) 補助対象経費に係る見積書、納品書、請求書及び領収書又はそれらに代わるものの写し 

(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 

○印  



様式第６号（第１０条関係） 

 

福井市指令商振第  号 

 

住      所              

交付決定事業者名              

役職・代表者名              

 

事業承継促進事業補助金額確定通知書 

 

   年  月  日付けで報告のあった令和 年度事業承継促進事業補助金について、事業承継

促進事業補助金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、下記のとおりその額を確定したので、同

条第３項の規定により通知する。 

 

 

年  月  日 

 

福 井 市 長       

 

記 

 

補助金の交付確定額              円  

 

 

１ 交付決定事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入

及び支出についての証拠書類を補助事業の終了年度の翌年度から起算して５年間整備保存しなけれ

ばならない。 

２ この補助金の使途及び経理状況については、市監査委員の監査を受けることがある。 

３ この補助金の交付に関し、虚偽その他不正の事実があると認めた場合は、交付の決定を取り消し

、又は既に交付されている補助金の返還を命じることがある。 

 

 



 

様式第７号（第１１条関係） 

 

    年  月  日 

 

福 井 市 長   あて 

 

住      所 

交付決定事業者名 

役職・代表者名                

 

 

事業承継促進事業補助金交付請求書 

 

 

   年  月  日付け福井市指令商振第  号で額の確定を受けた令和 年度事業承継促進事

業補助金について、事業承継促進事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、下記のとお

り請求します。 

 

 

１ 交付請求額                   円  

 

 

２ 振 込 先     金融機関名                        

 

支 店 名                        

 

            預 金 種 類   （  普通 ・ 当座  ） 

 

            口 座 番 号                        

 

             (フリガナ)  

口 座 名 義                        

 

 

 

 

 

○印  


